
ＧＩＧＡスクール構想の実現

教育指導課



一人一台の情報端末を活用した教育活動
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※情報活用能力…情報を取得し、整理・比較、発信・伝達、保存・共有する力やプログラミング的思考、情報モラル、情報セキュリティ、統計等に関する資質・能力等を指す。       

家庭等との連携 教員のＩＣＴ活用能力の向上 ＩＣＴ環境の整備 

○不登校、病気療養等の児童・生徒への支援 
・オンライン授業配信による学習保障 
・「eライブラリ」の活用による、学習保障及び個
別最適な学びの実現 
○家庭との連携による児童・生徒への指導の充実 
・家庭での情報端末の利活用 
・家庭内での利用ルール設定 

○各種研修の実施、参加 
・教育指導課主催研修への参加             
・校内研修及び校内ＯＪＴの計画と実施 
・ＩＣＴ活用推進リーダーブロック連絡会での情報共有  
・各学校に配置するＧＩＧＡ支援員による支援 
○授業準備の効率化と児童・生徒への指導の充実 
・課題のデータ提出(ペーパーレス化)による業務軽減 
・スタディログ等の教育データの活用 
・教材データの蓄積と共有による授業準備の効率化 

○時間的空間的な制約のないＩＣＴ環境整備 
・持ち運びやすく、起動が早い端末の導入 
・ＬＴＥ通信の整備 
・様々な学びに必要なアプリケーションの導入 
・安心して使用できるセキュリティ環境の導入 
・デジタル教科書の導入 
・クラウド活用 
○人的支援 
・ＩＣＴ支援員とＧＩＧＡ支援員の各学校への配置 

学習指導要領の着実な実施とＩＣＴ機器の活用により、カリキュラム・マネジメントを充実させ、発達の段階に応じて、全ての子どもたちの可能性を引き出す「個
別最適な学び」と「協働的な学び」を実現させる。 
①児童・生徒は、学びを進めていく中で、問題解決のために情報端末活用の必要性を感じ、解決のために適切なツールを選択し活用することができる。【児童・生徒】 
②教員は、情報端末を手段として「いつでも」「どこでも」「だれとでも」という視点をもち、児童・生徒の学びをデザインすることができる。【教員】 

目黒区版 GIGAスクール構想イメージ  目黒区教育委員会事務局教育指導課（令和 3年３月） 

主体的・対話的で深い学びの視点からの授業改善 

学習用情報端末 iPadの活用 
 

一人一台の情報端末を利活用して目黒区が目指すこと 
 

 
情報端末を日常的に活用して、授業中の様々な場

面での情報収集や、思考したことを表現するなど、
「いつでも」学ぶことができます。 

 
○検索サイトを活用した調べ学習 
○文章作成ソフト、プレゼンテーションソフトの利用 
○各教科における授業での活用 
・国語科：段落を入れ替えて構成を工夫 
・社会科：各地の生産者等にインタビュー 
・体育科・保健体育科：スローモーション撮影し、 

動きの確認 

 
ＬＴＥ通信を生かし、学校内だけではなく場所を
選ばず、校外や自宅など、「どこでも」学ぶことがで
きます。 

 
○場所を選ばない学習 
・校外学習：生活科見学で見つけた動植物の撮影 
・自然宿泊体験学習：しおりのデータ化、事後学習

に活用する画像・動画の撮影 
○一人ひとりの学習状況に応じた個別学習 
・ｅラーニングを活用した家庭学習（予習・復習） 

 
 アプリケーションを用いて児童・生徒同士で協働的
に活動したり、オンライン会議システムで遠隔地とつ
ないだりなど、「だれとでも」学ぶことができます。 
 
○クラスメイトとつながる 
・アプリケーションを用いた協働的な学び 
○外部とつながる 
・修学旅行先で交流する学校と事前・事後学習にて
交流 
・オンライン会議システムを活用して、遠隔地の工
場や資料館等の見学や、生産者への質問 

With anyone（だれとでも） 
 

Anywhere（どこでも） 
 

Anytime（いつでも） 
 

個別最適な学びの実現 協働的な学びの実現 

基礎的・基本的な知識・技能や言語能力、情報活用能力、問題発見・解決能力等の学習の基盤となる資質・能力の確実な育成 



●児童・生徒へのICTを活用した日常的な学習指導

一人一台の情報端末を活用した教育活動

⇒主体的・対話的で深い学びの実現に向けた

学習用情報端末の活用の取組

カメラ 文書作成 表計算 スライド アンケート

ホワイトボード 音楽編集 eラーニング



●やむを得ず学校に登校できない児童・生徒へのICTを活用した学習指導

一人一台の情報端末を活用した教育活動

⇒感染や感染予防等で学校に来られない

児童・生徒に対し、学びを止めない取組
（１）学習用情報端末に学習内容や学習課題等を配信

し、自宅学習を促進する。

（２）オンラインによる朝の会やオンライン個別面談
を実施する。

（３）授業の様子をオンラインで配信する。

←やむを得ず学校に登校できない
児童に対し、黒板を中心として
授業をオンラインで配信してい
る様子



区立小・中学校・幼稚園・こども園と
保護者等間における連絡手段のデジタル化

教育指導課



●システム導入の背景

○平時・緊急時において、速やかに正確な情報を共
有することが可能。

○令和２年１０月に学校・保護者等間における連絡
手段のデジタル化に関する通知（文部科学省）

⇒学校・園と保護者等間での情報発信や双方向型
の連絡を効率的に行うための仕組みを導入

区立学校・園と保護者等間の連絡手段のデジタル化
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●システム概要及びシステム導入後の変容

主な機能
対応の比較

今までの対応 デジタル化による対応

教育委員会
及び学校・園
から保護者
への連絡

お便り・資料配布
書面（プリント）や連絡帳
等を用いて保護者へ連絡 アプリ等を通して配信

→連絡事項等の確実な伝達

日々の連絡
共通連絡

緊急連絡
見守りメールによる
一斉配信

保護者から
学校・園への
連絡

欠席・遅刻・早退連絡
電話や連絡帳の持参
など

アプリ等を通して連絡
→電話連絡等が不要

保護者会等の
出欠調査
アンケート回答など

書面（プリント）による回答 アプリ等を通して回答

個別の連絡事項 連絡帳等
アプリ等を通して双方向で
メッセージ送信等が可能

区立学校・園と保護者等間の連絡手段のデジタル化

●契約業者名 株式会社ＥＤＵＣＯＭ（エデュコム）

●システム名 Ｃ４ｔｈ Ｈｏｍｅ＆Ｓｃｈｏｏｌ

●使用する機器（保護者側） 私用のスマートフォンなどの情報機器
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●機能の活用例

区立学校・園と保護者等間の連絡手段のデジタル化
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区立学校・園と保護者等間の連絡手段のデジタル化

●機能の活用例



スマートフォン画面イメージ

区立学校・園と保護者等間の連絡手段のデジタル化

●保護者情報の登録について
○保護者は登録シートのＱＲコードを読み込んで
登録します。（父・母など複数名登録できます。）



教育指導課

いじめの現状と
いじめ問題への対応



目黒区いじめ防止対策推進条例



いじめ総合対策【第２次】一部改訂
令和３年２月東京都教育委員会

いじめの類型



目黒区のいじめの認知件数

＜令和２年4月1日～令和３年３月3１日までの状況＞

１年 ２年 ３年 ４年 ５年 ６年 合計

小学校

令和２年度

法令上のいじめ ８８ ９７ ７４ １０２ ７７ ９０ ５２８

社会通念上

のいじめ １ ２ ７ ３ ９ １５ ３７

令和元年度

法令上のいじめ １２７ １５９ １１７ １１６ １６１ １２８ ８０８

社会通念上

のいじめ
１ ７ ６ １６ １２ １５ ５７

平成３０年度

法令上のいじめ ２３１ １９１ １６３ ２０４ １８３ １３７ １１０９

社会通念上

のいじめ
１ ６ ７ ９ ９ １８ ５０

中学校

令和２年度

法令上のいじめ ２０ １７ １８ ５５

社会通念上

のいじめ
０ ２ ０ ２

令和元年度

法令上のいじめ ５７ ５１ ３４ １４２

社会通念上

のいじめ
６ ０ ５ １１

平成３０年度

法令上のいじめ １２８ ８２ ５５ ２６５

社会通念上

のいじめ
７ １０ １ １８



小 学 校 中 学 校

令和２年度 令和元年度 平成３０年度 令和２年度 令和元年度 平成３０年度

① 冷やかしやからかい、悪口や脅し文句、
いやなことを言われる ２３ ４２ ３９ ２ ９ １２

② 仲間はずれ、集団による無視をされる ６ ７ ７ ０ １ ２

③ 軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして、蹴
られたりする ７ １７ １７ ０ ０ ３

④ ひどくぶつかられたり、叩かれたり、蹴
られたりする ３ ５ １０ ０ ０ １

⑤ 金品をたかられる １ １ ０ ０ ０ ０

⑥ 金品を隠されたり、盗まれたり、壊され
たり、捨てられたりする ５ ７ ４ ０ ０ ３

⑦ いやなことや恥ずかしいこと、危険なこ
とをされたり、させられたりする ７ １１ １３ ０ ３ ２

⑧ パソコンや携帯電話等で、誹謗中傷やい
やなことをされる ０ ０ ０ ０ ３ ３

⑨ その他 ０ ０ ０ ０ ０ ０

社会通念上のいじめの態様
＜令和２年4月1日～令和３年３月3１日までの状況＞



小学校 中学校 合 計

① いじめが解消しているもの

法令上のいじめ
３９４
（664）

３３（115） ４２７(779)

社会通念上

のいじめ
２０（３０） ２（８） ２２（３８）

② 解消に向けて取り組み中

法令上のいじめ
１３２
（143）

２２（２７）
１５４
（170）

社会通念上

のいじめ
１５（２６） ０（３） １５（２９）

③ 他校へ転学

いじめによるもの

法令上のいじめ ０（１） ０（０） ０（１）

社会通念上

のいじめ
０（１） ０（０） ０（１）

家庭の事情によるもの

法令上のいじめ ２（０） ０（０） ２（０）

社会通念上

のいじめ
２（０） ０（０） ２（０）

計

法令上のいじめ
５２８
（808）

５５（142）
５８３
（950）

社会通念上

のいじめ ３７（５７） ２（１１） ３９（６８）

いじめられた児童・生徒のその後の状況

いじめが「解消している」状態とは次の２つの要件が少なくとも満たされている必要がある。
①いじめに係る行為が止んでいる状態が、少なくとも３か月続いていること。
②被害児童・生徒が心身の苦痛を感じていないこと。

＜令和２年4月1日～令和３年３月31日までの状況＞
（ ）は令和元年度の数値



いじめ問題への対応

いじめ防止啓発
●STOP！いじめ 私の行動
宣言の作成・掲示

●いじめ防止
啓発ポスター
の作成・掲示

相談体制の整備
●いじめに関する通報及び
相談体制の周知

●スクールカウンセラーによる
相談体制の整備

●スクールソーシャルワーカー
の派遣

教員研修の実施
●教員研修冊子「目黒
区立学校・園 いじめ
問題対策」の活用に
よる各校における
いじめ問題対策の
研修の充実

状況の把握
●定期的なアンケートの実施
●よりよい学校生活と友達づくりの
ためのアンケート（ｈｙｐｅｒ－ＱＵ）

●教育指導課へのいじめ
に関する報告



●中学校区毎に開催

（１１月～１２月）

いじめ問題を考えるめぐろ子ども会議
テーマ「いじめのない学校をめざして」

●いじめ防止についての
意見交換

いじめ問題への対応


